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指
定
管
理
者
三
議
案
を
否
決 

 
　
平
成
二
十
年
六
月
定
例
会
で
、
吉
野
市
長
か
ら
、
現
在
市
が
管
理
し

て
い
る
「
五
万
人
の
森
公
園
」
「
上
野
公
園
」
及
び
「
阿
田
峯
公
園
」

に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
の
施
設
有
効
利
用
と
管
理
費
削
減
と
い
う
観
点

か
ら
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
と
い
う
市
政
の
報
告
と
議
案
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
「
指
定
管
理
者
制
度
」
と
は
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営
を
株
式
会
社

や
財
団
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
市
民
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
団
体
に
委
ね
る

制
度
で
、
平
成
十
五
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
制
度
導
入
の
意
義
は
、「
管
理
運
営
経
費
の
削
減
に
よ
る
自
治
体

の
負
担
の
軽
減
」
と
「
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
よ
る
利
用
者
の
利
便
性
の
向

上
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
指
定
の
手
続
・
管
理
の
基
準
・
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
、

原
則
公
募
の
下
で
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
や
総
合
評
価
方
式
な
ど
で
指

定
管
理
者
候
補
の
団
体
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
最
終
的
に

選
ば
れ
た
管
理
者
に
施
設
の
管
理
運
営
を
委
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
管
理
者
の
指
定
に
議
会
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
、「
施
設
の

使
用
許
可
と
い
う
一
定
の
公
権
力
を
持
ち
う
る
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
は
、
慎
重
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
観
点
か
ら
の
措
置
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
十

二
月
定
例
会
で
可
決
し
て
い
ま
す
。 

　
今
回
、
三
公
園
の
指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
八
人
の
選
定
委
員
が
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
審
議
し
、
候
補
者
を
選
定
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
「
五
万
人
の
森
公
園
」
「
上
野
公
園
」
及
び
「
阿
田
峯

公
園
」
の
三
公
園
と
も
に
合
計
点
が
ま
っ
た
く
同
じ
七
一
四
点
で
、
㈱

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
キ
ー
パ
ー
ズ
が
候
補
者
に
決
ま
り
ま
し
た
。 

　
議
会
は
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
精
査
し
ま

し
た
が
、
賛
成
三
、
反
対
十
七
（
議
長
を
除
く
）
で
否
決
し
ま
し
た
。 

          

反
対
理
由 

●
「
指
定
管
理
者
制
度
」
の
第
一
の
目
的
は
、
「
経
費
の
削
減
」
を
図 

る
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
番
低
い
経
費
を
提
示
し
た
業

者
よ
り
も
、
三
施
設
合
計
で
二
、二
六
〇
万
円
も
高
い
入
札
価
格
を

提
示
し
た
業
者
が
候
補
者
と
し
て
決
定
し
た
こ
と
は
到
底
承
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

●
選
定
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
管
理
料
の
配
点
基
準
（
三
ペ
ー
ジ
の 

表
【
選
定
基
準
】
を
参
照
）
が
低
す
ぎ
る
。 

●
一
部
資
料
の
提
出
を
求
め
た
が
、
す
で
に
「
破
棄
し
た
」
と
の
こ
と 

で
あ
っ
た
。
不
透
明
で
あ
り
、
審
査
結
果
に
大
き
な
疑
問
が
残
る
。 

●
初
め
て
の
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
の
に
、
契
約
期
間
が
二
年 

六
か
月
と
い
う
の
は
長
す
ぎ
る
。 

●
よ
り
多
く
の
人
が
参
画
で
き
る
よ
う
に
、
一
業
者
一
施
設
に
す
る
べ 

き
で
あ
る
。 

●
管
理
委
託
の
経
験
が
全
く
な
い
業
者
に
三
つ
の
公
園
す
べ
て
の
管
理 

委
託
を
任
せ
る
の
は
危
険
で
は
な
い
の
か
。 

●
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
三
つ
の
公
園
を
一
つ
の
業
者
が
管
理
者
と
な 

っ
て
や
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
大
変
疑
問
に
思
う
。

　 
 

5万人の森公園 

阿田峯公園 上野公園 

※ 

※
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式 

事
業
者
の
選
定
方
法
の
一
種
で
、
事
業
の
提
案
を
公
募
し
、
提
出

さ
れ
た
提
案
書
に
つ
い
て
、
募
集
要
項
等
で
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ

た
評
価
基
準
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
提
案
書
の
提
出
者
と
契
約
を
締
結
す
る
方
式
。 


